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（
要
旨
）

上
告
人
（
市
）
の
消
防
職
員
で
あ
っ

た
被
上
告
人
は
、
同
市
消
防
長
（
消
防

長
）
か
ら
受
け
た
、
上
司
及
び
部
下
に

対
す
る
暴
行
等
を
理
由
と
す
る
停
職
２

月
間
の
懲
戒
処
分
（
第
１
処
分
）
及
び

そ
の
停
職
期
間
中
に
正
当
な
理
由
な
く

上
記
暴
行
の
被
害
者
で
あ
る
部
下
に
面

会
を
求
め
た
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
停

職
６
月
の
懲
戒
処
分
（
第
２
処
分
）
は

い
ず
れ
も
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
各
取

消
し
及
び
国
家
賠
償
法
第
１
条
第
１
項

に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た
。

一
審
は
被
上
告
人
の
請
求
を
い
ず
れ

も
棄
却
し
た
が
、
原
審
は
、
第
１
処
分

は
適
法
と
し
て
取
消
請
求
を
棄
却
す
べ

き
と
し
た
一
方
、
第
２
処
分
は
消
防
長

に
与
え
ら
れ
た
裁
量
権
の
範
囲
を
逸

脱
・
濫
用
し
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
第

２
処
分
の
取
消
請
求
及
び
国
家
賠
償
請

求
（
一
部
）
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、上
告
人
が
上
告
受
理
申
立
て
を
し
、

被
上
告
人
が
附
帯
上
告
受
理
申
立
て
を

し
た
。

最
高
裁
は
、
上
告
人
の
上
告
受
理
申

立
て
を
受
理
（
被
上
告
人
の
附
帯
上
告

申
立
て
は
不
受
理
）
し
た
上
で
以
下
の
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地方自治

懲
戒
処
分
取
消
等
請
求
事
件

（
氷
見
市
事
件
）

最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷　

令
和
４
年

６
月
14
日
判
決　

令
和
３
年
（
行
ヒ
）

第
１
６
４
号

最
高
裁
判
所
裁
判
集
民
事
２
６
８
号
23

頁
、
判
例
時
報
２
５
５
１
号
５
頁
、
判

例
タ
イ
ム
ズ
１
５
０
４
号
24
頁
、
労
働

経
済
判
例
速
報
２
４
９
６
号
３
頁
、
判

例
地
方
自
治
４
９
６
号
34
頁
、
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
判
例

差
戻
控
訴
審　

名
古
屋
高
等
裁
判
所　

令
和
４
年
（
行
コ
）
第
36
号　

令
和
４

年
12
月
９
日

原
審　

名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部

令
和
２
年
（
行
コ
）
第
８
号　

令
和
３

年
２
月
24
日
判
決

一
審　

富
山
地
方
裁
判
所　

平
成
30
年

（
行
ウ
）
第
１
号　

令
和
２
年
５
月
27

日
判
決

一
部
破
棄
差
戻
し

自
治
体
勝
訴

と
お
り
判
示
し
、
原
判
決
中
第
２
処
分

を
違
法
と
し
た
部
分
を
破
棄
し
、
原
審

に
差
し
戻
し
た
。

（
１
）
懲
戒
権
者
は
、
諸
般
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
懲
戒
処
分
を
す
る
か
否

か
、
ま
た
、
懲
戒
処
分
を
す
る
場
合
に

い
か
な
る
処
分
を
選
択
す
る
か
を
決
定

す
る
裁
量
権
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
判

断
は
、
そ
れ
が
社
会
観
念
上
著
し
く
妥

当
を
欠
い
て
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
・

濫
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
違
法

と
な
る
。

（
２
）
被
上
告
人
に
よ
る
同
僚
職
員

（
暴
行
等
の
事
情
を
知
る
職
員
）
へ
の

働
き
掛
け
は
、
被
上
告
人
が
そ
れ
ま
で

上
司
及
び
部
下
に
対
す
る
暴
行
等
を
繰

り
返
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、

同
職
員
の
弱
み
を
指
摘
し
た
上
で
、
第

１
処
分
に
係
る
調
査
に
当
た
っ
て
同
職

員
が
被
上
告
人
に
不
利
益
と
な
る
行
動

を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
何
ら
か
の
報
復

を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
職
員
を

不
安
に
陥
れ
、
又
は
困
惑
さ
せ
る
も
の

と
評
価
で
き
る
。

ま
た
、
被
上
告
人
に
よ
る
被
害
者
職

員
へ
の
働
き
掛
け
は
、
同
職
員
が
部
下

で
あ
り
暴
行
の
被
害
者
の
立
場
に
あ
っ
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判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
中
上
告
人
敗
訴
部
分
を
破
棄

す
る
。

前
項
の
部
分
に
つ
き
、
本
件
を
名
古

屋
高
等
裁
判
所
に
差
し
戻
す
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
山
本
賢
治
、
同
山
本
尚

宗
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由
に
つ
い
て

１　

普
通
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
上

告
人
の
消
防
職
員
で
あ
っ
た
被
上
告
人

は
、
任
命
権
者
で
あ
っ
た
氷
見
市
消
防

長
（
以
下
「
消
防
長
」
と
い
う
。）
か
ら
、

上
司
及
び
部
下
に
対
す
る
暴
行
等
を
理

由
と
す
る
停
職
２
月
の
懲
戒
処
分
（
以

下
「
第
１
処
分
」
と
い
う
。）
を
受
け
、

さ
ら
に
、
そ
の
停
職
期
間
中
に
正
当
な

理
由
な
く
上
記
暴
行
の
被
害
者
で
あ
る

部
下
に
対
し
て
面
会
を
求
め
た
こ
と
等

を
理
由
と
す
る
停
職
６
月
の
懲
戒
処
分

（
以
下
「
第
２
処
分
」
と
い
う
。）
を
受

け
た
。
本
件
は
、
被
上
告
人
が
、
上
告

人
を
相
手
に
、
第
１
処
分
及
び
第
２
処

分
の
各
取
消
し
を
求
め
る
と
と
も
に
、

国
家
賠
償
法
１
条
１
項
に
基
づ
く
損
害

賠
償
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

２　

原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
等

の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
地
方
公
務
員
法
29
条
１
項
は
、

職
員
が
同
法
等
に
違
反
し
た
場
合
（
１

号
）、
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合（
３
号
）

等
に
お
い
て
は
、
懲
戒
処
分
と
し
て
戒

告
、
減
給
、
停
職
又
は
免
職
の
処
分
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
、
氷
見

市
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
36
年
氷
見
市
条
例
第

16
号
）
４
条
１
項
は
、
停
職
期
間
は
１

日
以
上
６
月
以
下
と
す
る
旨
規
定
す

る
。（

２
）
被
上
告
人
は
、
平
成
２
年
４

月
に
消
防
職
員
と
し
て
上
告
人
に
採
用

さ
れ
、
第
２
処
分
を
受
け
た
後
で
あ
る

同
29
年
10
月
31
日
付
け
で
依
願
退
職
し

た
。（

３
）
ア　

被
上
告
人
は
、
平
成
23

年
７
月
22
日
、
関
係
者
の
会
合
に
お
い

て
、
消
防
長
で
あ
る
Ａ
に
対
し
、「
お

前
み
た
い
な
や
つ
、
早
く
消
防
長
辞
め

て
し
ま
え
。」
と
怒
鳴
っ
た
。

イ　

被
上
告
人
は
、
平
成
25
年
５
月

被
上
告
人
が
業
務
に
復
帰
し
た
後
に
、

上
記
非
違
行
為
と
同
種
の
行
為
が
反
復

さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
評
価
す
る
こ

と
も
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

（
３
）
以
上
の
事
情
を
総
合
考
慮
す

る
と
、
停
職
６
月
と
い
う
第
2
処
分
の

量
定
を
し
た
消
防
長
の
判
断
は
、
懲
戒

の
種
類
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
停
職

期
間
の
長
さ
に
つ
い
て
も
社
会
観
念
上

著
し
く
妥
当
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
は

い
え
ず
、
懲
戒
権
者
に
与
え
ら
れ
た
裁

量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
又
は
こ
れ
を

濫
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。

【
関
連
法
規
】	

地
方
公
務
員
法
第
29
条

【
参
考
判
例
】	

最
高
裁
判
所
第
三
小
法

廷
昭
和
52
年
12
月
20
日

判
決
（
民
集
31
巻
７
号

１
１
０
１
頁
）

	

最
高
裁
判
所
第
一
小
法

廷
平
成
24
年
１
月
16
日

判
決
（
集
民
２
３
９
号

２
５
３
頁
）

た
こ
と
等
を
背
景
と
し
て
、
同
職
員
の

弱
み
を
指
摘
す
る
な
ど
し
た
上
で
、
第

１
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
手
続
を
被

上
告
人
に
と
っ
て
有
利
に
進
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
面
会
を
求
め
、
こ
れ
を

断
っ
た
同
職
員
に
対
し
、
告
訴
す
る
な

ど
の
報
復
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
り
、

同
職
員
を
威
迫
す
る
と
と
も
に
、
不
安

に
陥
れ
、
又
は
困
惑
さ
せ
る
も
の
と
評

価
で
き
る
。

上
記
各
働
き
掛
け
は
、
懲
戒
の
制
度

の
適
正
な
運
用
を
妨
げ
、
審
査
請
求
手

続
の
公
正
を
害
す
る
行
為
と
い
う
ほ
か

な
く
、
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
非
行
に
明
ら
か
に
該
当
す
る

こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
非
難
の
程
度

が
相
当
に
高
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
不

合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

上
記
各
働
き
掛
け
は
、
上
司
及
び
部
下

に
対
す
る
暴
行
等
を
背
景
と
し
た
も
の

と
し
て
、
第
１
処
分
の
対
象
と
な
っ
た

非
違
行
為
と
同
質
性
が
あ
る
と
い
え

る
。
加
え
て
、
上
記
各
働
き
掛
け
が
第

１
処
分
の
停
職
期
間
中
に
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
被
上
告
人
が
上
記
非
違
行
為

に
つ
い
て
何
ら
反
省
し
て
い
な
い
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
に
も
照
ら
せ
ば
、
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又
は
６
月
頃
の
勤
務
終
了
時
、
消
防
署

庁
舎
内
に
お
い
て
、
上
司
で
あ
る
Ｂ
に

対
し
、「
お
前
、
上
の
者
の
と
こ
ろ
へ

行
っ
て
俺
の
悪
口
を
言
っ
と
る
や
ろ

う
。」
な
ど
と
大
声
で
一
方
的
に
怒
鳴

り
、
胸
倉
を
つ
か
ん
で
移
動
さ
せ
、
壁

に
押
し
付
け
た
。

ウ　

被
上
告
人
は
、
平
成
25
年
６
月

10
日
頃
の
救
助
訓
練
の
準
備
行
為
中
、

部
下
で
あ
る
Ｃ
を
注
意
し
、
こ
れ
に
対

し
て
ふ
て
く
さ
れ
た
態
度
を
と
っ
た
同

人
を
蹴
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
避
け
よ
う
と
し
た
同
人
の
左
手
に
被

上
告
人
の
足
が
当
た
り
、
Ｃ
の
左
手
小

指
が
腫
れ
た
。

エ　

被
上
告
人
は
、平
成
26
年
１
月
、

消
防
署
庁
舎
内
に
お
い
て
、
部
下
で
あ

る
Ｄ
に
対
し
、「
何
や
、お
前
そ
の
手
は
、

反
抗
的
や
の
。」
な
ど
と
威
圧
的
に
述

べ
、平
手
で
頬
を
殴
打
し
た
。
同
人
は
、

同
年
頃
か
ら
被
上
告
人
に
連
日
怒
鳴
ら

れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
上
告
人
に
よ
る

暴
行
及
び
暴
言
が
一
因
と
な
り
、
心
的

外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）

に
り
患
し
た
。

オ　

被
上
告
人
は
、
平
成
26
年
６
月

頃
、
消
防
署
庁
舎
内
に
お
い
て
、
上
司

対
し
、
電
話
で
、
同
人
が
訓
練
に
お
い

て
不
適
切
に
電
動
式
心
肺
人
工
蘇
生
器

を
作
動
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
上
告

人
に
お
い
て
Ｈ
に
対
す
る
処
分
を
軽
く

す
る
た
め
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
提
案

し
た
上
で
、
同
人
が
第
１
処
分
に
係
る

調
査
で
事
実
関
係
を
話
し
た
の
か
に
つ

い
て
問
い
詰
め
、
同
人
が
裏
切
る
よ
う

な
行
為
を
し
た
た
め
に
第
１
処
分
が
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
許
さ
な
い
な
ど
と
述

べ
た
。

イ　

被
上
告
人
は
、
平
成
29
年
３
月

３
日
か
ら
同
月
23
日
ま
で
の
間
、
Ｃ
に

対
し
、
数
次
に
わ
た
る
電
話
で
、
当
時

消
防
職
員
の
給
与
計
算
を
担
当
し
て
い

た
同
人
に
よ
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
処

理
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
上

で
、
第
１
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
手

続
に
お
い
て
同
人
へ
の
暴
行
が
争
点
と

な
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
話
を
し
、
処

分
を
よ
り
軽
く
す
る
目
的
で
、
同
人
と

面
会
す
る
約
束
を
し
た
。
そ
の
後
、
被

上
告
人
は
、
Ｃ
と
の
間
で
メ
ー
ル
の
や

り
取
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
被
上
告
人
が

送
信
し
た
メ
ー
ル
に
は
、
被
上
告
人
の

運
転
す
る
自
動
車
に
Ｃ
が
同
乗
し
て
氷

見
市
外
の
面
会
場
所
に
行
く
こ
と
を
提

で
あ
る
Ｅ
に
対
し
、
胸
倉
を
つ
か
み
、

「
殴
っ
て
や
ろ
う
か
。」
な
ど
と
大
声
で

怒
鳴
っ
た
。

カ　

被
上
告
人
は
、
平
成
28
年
３
月

末
頃
、
消
防
長
で
あ
る
Ｆ
に
対
し
、「
お

前
み
た
い
な
や
つ
、
早
く
辞
め
て
し
ま

え
。」
と
怒
鳴
っ
た
。

キ　

被
上
告
人
は
、
平
成
28
年
10
月

頃
、
消
防
署
庁
舎
内
に
お
い
て
、
上
司

で
あ
る
Ｇ
に
対
し
、
大
声
で
一
方
的
に

怒
鳴
り
つ
け
て
詰
め
寄
っ
た
。
Ｅ
が
、

被
上
告
人
と
Ｇ
を
連
れ
て
別
室
に
移
動

し
た
が
、
被
上
告
人
は
、
そ
の
後
も
Ｅ

及
び
Ｇ
に
対
し
、
約
10
分
間
に
わ
た
っ

て
一
方
的
に
「
バ
カ
」、「
ア
ホ
」
な
ど

と
怒
鳴
り
続
け
た
。

（
４
）
被
上
告
人
は
、
平
成
29
年
２

月
27
日
付
け
で
、
消
防
長
か
ら
、
前
記

（
３
）
の
行
為
等
に
関
し
、
地
方
公
務

員
法
29
条
１
項
１
号
に
基
づ
き
停
職
２

月
の
懲
戒
処
分
を
受
け
（
第
１
処
分
）、

同
年
５
月
10
日
、
氷
見
市
公
平
委
員
会

に
対
し
て
審
査
請
求
を
し
た
。

（
５
）
ア　

被
上
告
人
は
、
平
成
29

年
３
月
６
日
、
Ｅ
に
対
す
る
暴
行
及
び

暴
言
（
前
記
（
３
）
オ
）
に
つ
い
て
の

事
情
を
知
っ
て
い
た
同
僚
で
あ
る
Ｈ
に

案
す
る
旨
の
記
載
や
、「
こ
の
不
服
に
邪

魔
が
入
り
も
し
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

ら
辞
表
出
し
て
（
中
略
）
消
防
長
と
Ｄ

を
刑
事
告
訴
す
る　

そ
れ
に
加
担
し
た

も
の
も
含
む
つ
も
り　

リ
ー
ク
し
た
も

の
も
同
罪
や
ろ
」と
の
記
載
が
あ
っ
た
。

Ｃ
は
、
被
上
告
人
と
面
会
し
た
く
な

い
と
考
え
た
た
め
、
消
防
長
で
あ
る
Ｆ

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
被
上
告
人
と
面

会
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
な
ど
し
た

こ
と
か
ら
、
同
月
29
日
朝
、
被
上
告
人

に
対
し
、
面
会
を
取
り
や
め
る
旨
の

メ
ー
ル
を
送
信
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

被
上
告
人
は
、
間
も
な
く
、
Ｃ
に
対
し
、

連
続
し
て
３
回
に
わ
た
り
メ
ー
ル
を
送

信
し
た
。
そ
の
メ
ー
ル
に
は
、「
Ｄ
と

一
緒
に
な
ら
な
い
よ
う
に
」、「
お
前
も

加
担
し
て
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
わ
」

と
の
記
載
が
あ
っ
た
。

（
６
）
被
上
告
人
は
、
平
成
29
年
４

月
27
日
付
け
で
、
消
防
長
か
ら
、
前
記

（
５
）
の
行
為
が
、
正
当
な
理
由
な
く

暴
行
の
被
害
者
に
対
し
て
面
会
を
求
め

る
な
ど
、
い
ず
れ
も
反
社
会
的
な
違
法

行
為
で
あ
っ
て
、
全
体
の
奉
仕
者
た
る

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
に
当
た
る
な

ど
と
し
て
、
地
方
公
務
員
法
29
条
１
項
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あ
る
Ｈ
の
弱
み
を
指
摘
し
た
上
で
、
第

１
処
分
に
係
る
調
査
に
当
た
っ
て
同
人

が
被
上
告
人
に
不
利
益
と
な
る
行
動
を

と
っ
て
い
た
な
ら
ば
何
ら
か
の
報
復
が

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
り
、

Ｈ
を
不
安
に
陥
れ
、
又
は
困
惑
さ
せ
る

も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
前
記
２
（
５
）
イ
の
被
上
告

人
に
よ
る
Ｃ
へ
の
働
き
掛
け
は
、
同
人

が
部
下
で
あ
り
暴
行
の
被
害
者
の
立
場

に
あ
っ
た
こ
と
等
を
背
景
と
し
て
、
同

人
の
弱
み
を
指
摘
す
る
な
ど
し
た
上

で
、
第
１
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
手

続
を
被
上
告
人
に
と
っ
て
有
利
に
進
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
面
会
を
求
め
、

こ
れ
を
断
っ
た
Ｃ
に
対
し
、
告
訴
を
す

る
な
ど
の
報
復
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
こ
と
に
よ
り
、
同
人
を
威
迫
す
る
と

と
も
に
、
同
人
を
不
安
に
陥
れ
、
又
は

困
惑
さ
せ
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

イ　

そ
う
す
る
と
、
上
記
各
働
き
掛

け
は
、
い
ず
れ
も
、
懲
戒
の
制
度
の
適

正
な
運
用
を
妨
げ
、
審
査
請
求
手
続
の

公
正
を
害
す
る
行
為
と
い
う
ほ
か
な

く
、
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
非
行
に
明
ら
か
に
該
当
す
る
こ

と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
非
難
の
程
度
が

相
当
に
高
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
不
合

理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
上

記
各
働
き
掛
け
は
、
上
司
及
び
部
下
に

対
す
る
暴
行
等
を
背
景
と
し
た
も
の
と

し
て
、
第
１
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
非

違
行
為
と
同
質
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
加
え
て
、
上
記
各
働
き
掛

け
が
第
１
処
分
の
停
職
期
間
中
に
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
被
上
告
人
が
上
記
非

違
行
為
に
つ
い
て
何
ら
反
省
し
て
い
な

い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
に
も
照

ら
せ
ば
、
被
上
告
人
が
業
務
に
復
帰
し

た
後
に
、
上
記
非
違
行
為
と
同
種
の
行

為
が
反
復
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
評

価
す
る
こ
と
も
不
合
理
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。

以
上
の
事
情
を
総
合
考
慮
す
る
と
、

停
職
６
月
と
い
う
第
２
処
分
の
量
定
を

し
た
消
防
長
の
判
断
は
、
懲
戒
の
種
類

に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
停
職
期
間
の

長
さ
に
つ
い
て
も
社
会
観
念
上
著
し
く

妥
当
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
は
い
え

ず
、
懲
戒
権
者
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
権

の
範
囲
を
逸
脱
し
、
又
は
こ
れ
を
濫
用

し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
３
）
以
上
に
よ
れ
ば
、
第
２
処
分

量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
又
は
こ
れ
を

濫
用
し
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
。

４　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
公
務
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分

に
つ
い
て
、
懲
戒
権
者
は
、
諸
般
の
事

情
を
考
慮
し
て
、
懲
戒
処
分
を
す
る
か

否
か
、
ま
た
、
懲
戒
処
分
を
す
る
場
合

に
い
か
な
る
処
分
を
選
択
す
る
か
を
決

定
す
る
裁
量
権
を
有
し
て
お
り
、
そ
の

判
断
は
、
そ
れ
が
社
会
観
念
上
著
し
く

妥
当
を
欠
い
て
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱

し
、
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
、
違
法
と
な
る
も
の
と
解

さ
れ
る
（
最
高
裁
昭
和
47
年
（
行
ツ
）

第
52
号
同
52
年
12
月
20
日
第
三
小
法
廷

判
決
・
民
集
31
巻
７
号
１
１
０
１
頁
、

最
高
裁
平
成
23
年
（
行
ツ
）
第
２
６
３

号
、
同
年
（
行
ヒ
）
第
２
９
４
号
同
24

年
１
月
16
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
裁
判

集
民
事
２
３
９
号
２
５
３
頁
等
参
照
）。

（
２
）
ア　

前
記
２
（
５
）
ア
の
被

上
告
人
に
よ
る
Ｈ
へ
の
働
き
掛
け
は
、

被
上
告
人
が
そ
れ
ま
で
上
司
及
び
部
下

に
対
す
る
暴
行
及
び
暴
言
を
繰
り
返
し

て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
同
僚
で

３
号
に
基
づ
き
停
職
６
月
の
懲
戒
処
分

を
受
け
た
（
第
２
処
分
）。

３　

原
審
は
、
上
記
事
実
関
係
等
の

下
に
お
い
て
、
第
１
処
分
は
適
法
で
あ

る
と
し
て
そ
の
取
消
請
求
を
棄
却
す
べ

き
も
の
と
す
る
一
方
、
要
旨
次
の
と
お

り
判
断
し
て
、
第
２
処
分
の
取
消
請
求

を
認
容
し
、
損
害
賠
償
請
求
の
一
部
を

認
容
し
た
。

第
２
処
分
の
対
象
と
な
る
非
違
行
為

は
そ
れ
な
り
に
悪
質
な
も
の
で
あ
り
、

被
上
告
人
は
第
１
処
分
を
受
け
て
も
反

省
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
上
記

非
違
行
為
は
、
反
社
会
的
な
違
法
行
為

と
ま
で
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の

で
あ
る
上
、
第
１
処
分
に
対
す
る
審
査

請
求
手
続
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
第

１
処
分
の
対
象
と
な
る
非
違
行
為
で
あ

る
暴
行
等
と
は
異
な
る
面
が
あ
り
、
同

種
の
行
為
が
反
復
さ
れ
る
危
険
性
等
を

過
度
に
重
視
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な

い
。
そ
う
す
る
と
、
第
１
処
分
の
停
職

期
間
を
大
き
く
上
回
り
、
か
つ
、
最
長

の
期
間
で
あ
る
６
月
の
停
職
と
し
た
第

２
処
分
は
、
重
き
に
失
す
る
も
の
で

あ
っ
て
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠

い
て
お
り
、
消
防
長
に
与
え
ら
れ
た
裁



121◆自治体法務研究 2024・秋

が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
又
は
こ

れ
を
濫
用
し
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
と

し
た
原
審
の
判
断
に
は
、
懲
戒
権
者
の

裁
量
権
に
関
す
る
法
令
の
解
釈
適
用
を

誤
っ
た
違
法
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。５　

以
上
の
と
お
り
、
原
審
の
判
断

に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が

明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨

は
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
中
上
告
人
敗

訴
部
分
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。そ
し
て
、

第
２
処
分
に
関
す
る
そ
の
他
の
違
法
事

由
の
有
無
等
に
つ
い
て
更
に
審
理
を
尽

く
さ
せ
る
た
め
、
上
記
部
分
に
つ
き
本

件
を
原
審
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

長
嶺
安
政　

裁

判
官　

宇
賀
克
也　

裁
判
官　

林
道
晴

　

裁
判
官　

渡
邉
惠
理
子
）

OB会で珍しく奥さんの話になった。
様々なサークル活動にお忙しいようである。合唱、
ヨガ、古文書、太極拳など体力、知力づくりに余念
がない。日頃、何かにつけて飲むことしか考えてい
ないOB会男性陣はとても敵わない。だが、話が進む
につれて、面白いことに各グループには一つの共通
した困りごとがあるのが分かった。
緊急連絡網である。しかもなんと、ほとんどが
LINEグループ網なのだ。
すわ、個人のプライバシーか？と、OB名簿ではい
つも出てくる問題だけに、面々は知恵と経験を見せ
てやろうと張り切った。しかし、同好のサークル活
動だけに問題はそこにはなかった。
緊急と銘打ってあるだけに、延期や中止、慶弔、先
生の都合、会場変更に使途がほぼ限られている―
はずであった。ところが、同好の士の気安さなのか、
流行りのインスタグラムから面白動画や美しい画像
を転送する仲間が出てきた。それが問題になった。
「いろいろ用事がある中、この連絡網を第一優先に
している。なのに何よ、これ。いくら面白いからっ
てこのLINEで流すのはどう？緊急連絡網よ」。合唱
サークルの世話役をしている仲間から、総務部長OB
の奥さんに掛かってきた電話だ。夫君の地位を笠に
着ることもなく温厚で真面目な人だ。地域でもサー
クルでも頼りにされている。

「それはそうだけど、見なければいいんじゃない」、
「そうはいかないでしょ、最後まで見なけりゃ大事な
連絡関連か分からないでしょ」、「それはそうだけど、
楽しく見てる人もいるだろうし」、「あなたはどうな
の」、「私はともかく、いろんな人がいるし」と、議
論は平行線をたどるばかりらしい。
OB会の議論も、最初の勢いはどこへやら奥さん方

と同じく平行線だ。厳格に緊急の意味を守るべしと
いう実直派と楽しくなっていいじゃないかという寛
容派である。たかが連絡網が、何だか幕末の開国と
佐幕、開戦前の武断派と和平派とことが大きくなっ
て収拾が付かない。サークルと違って、酒好き議論
好きが勝手に話して楽しんでいるからだ。知恵どこ
ろか歴史遊びになってくる始末だった。
後日談がある。
OB会ではまとまりが付かなかったがサークルでは

あっという間に片が付いたらしい。
元総務部長の奥さんによれば、面白動画に寛容な

グループが自然発生的に集まって「合唱なんでもあ
りLINE」を作った。緊急連絡網との二本立てで前よ
り和気藹々とサークル活動に励んでいるという。OB
会では夫君は実直派代表格だったが、奥さんは「な
んでもあり」にも入っている。
これから、どちらの知恵を借りるべきかは言わず

もがな、いやいや、言わぬが花だろう。	（新戸　拓）

コラム
十任十色
コラム
十任十色

緊急連絡網


